
入札参加資格申請後の変更の届出申請要領 

（建設コンサルタント等業者用） 
 

                                                                長 崎 県 土 木 部 監 理 課                        
                                                               ℡ 095-894-3015(直通) 
 

受付対象は電子申請のみです。郵送は受け付けておりませんので

ご注意ください。 
 

２．申請方法  以下（１）（２）の手順により申請する。 

（1）「長崎県入札参加資格電子申請システム」（以下「入札参加申請システム」）により変更届を作成する。 

（2）（1）にて作成した変更届及び各種根拠資料等を「長崎県電子申請システム」(以下「e-TUMO」)により県に提出

する。 

 

 

 

■変更の届出 

入札参加資格申請後に申請内容に変更が生じた場合には、遅滞なく変更の届出申請を行ってくださ 

い。また、関係法令上、変更が生じた場合も、遅滞なく変更の届出申請を行ってください。  

 
 

（１）「長崎県入札参加資格電子申請の手引き」をよくご確認のうえ、申請してください。 

（２）原則、書面のみの申請は受付致しません。入札参加申請システム・e-TUMOをご利用ください。 

（３）入札参加申請システムから出力された「入札参加資格審査申請書記載事項変更届」については、出力し

た日付が印字されますので、その日付のままで提出してください。 

（４）変更内容により添付書類が必要です。変更事項及び添付書類についてはﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでご確認くだ 

さい。 

 

 

 

 

測量や建設コンサルタントなどの各業務の運営規定や登録規定などの関係法 

令に基づいた事業運営ができなくなった場合（例えば、必要な有資格者の配置 

ができないなど）には、国（所管庁）へ変更届や廃止届を提出することとなっ 

ています。 

国への変更等がなされない場合は、実質的には入札参加資格の要件を欠いて 

いるにもかかわらず、形式的には資格を保有し、入札に参加することにより、 

適正かつ公正な入札の執行に大きな影響を及ぼすこととなります。 

各業務内容に変更が生じた場合には、必ず国へ変更届を提出するとともに、 

変更内容が入札参加資格要件の有無にかかわる場合には、国への提出期限に関 

わらず、遅滞なく、入札参加資格の変更届を提出していただくようお願いいた 

します。 
 

 

 

 

 

入札参加資格申請後の変更の届出についての注意点 

  

https://www.doboku.pref.nagasaki.jp/Denshi
https://apply.e-tumo.jp/pref-nagasaki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=7835
https://apply.e-tumo.jp/pref-nagasaki-u/profile/userLogin_initDisplay?nextURL=CqTLFdO4voYua5hpxo6R797dRrdLP0zYtUINsUzZVMvGfpk3Q%2Fs2ZO7%2BDeG%2BQJf%2F5gCKYSkp19o5%0D%0ARp8zIhNVF3PbOkwjEb6VmlaeQHMb6au9e1P6ccJ%2B05hp92NwBuWsqwN92BxfGAU%3D%0D%0A
https://www.doboku.pref.nagasaki.jp/Denshi/


変更届入力手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当する変更事項を

プルダウンで選択 

変更事項が複数ある場合クリック 

入力項目の下段（変更後欄）に変更内容を入力する 

「申請」ボタンをクリックすると、申請用の有資格者変更届申請のＰＤＦファイルが出力されます。 

（出力されたＰＤＦはe-TUMOで使用しますので、必ず保存してください。） 

 

必要な場合にはページを切り替える 



変更事項入力例 


